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教育・保育提供区域                                
 
◆  教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 ６ 1 条 第 ２ 項 第

1 号 で は 「 市 町 村 が 、 地 理 的 条 件 、 人 口 、 交 通 事 情 そ の 他 の 社 会 的
条 件 、 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す る た め の 施 設 の 整 備 の 状 況 そ の 他 の 条 件
を 総 合 的 に 勘 案 し て 定 め る 区 域 」 と さ れ て い ま す 。  

◆  柏 市 の 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 は 、「 北 部 」「 中 央 」「 南 部 」 の ３ 区 域
に 分 け る こ と と し ま し た 。 こ の ３ 区 域 は 、 柏 市 の 他 の 計 画 で も 用 い
ら れ て い る こ と に 加 え 、保 育 所 待 機 児 童 の 解 消 に 当 た っ て 柔 軟 な 対
応 が 可 能 と な る 区 域 数 で あ る こ と か ら 、 採 用 し た も の で す 。  

◆  採 用 に 当 た り 、平 成 ２ ５ 年 度 第 ７ 回 柏 市 子 ど も・子 育 て 会 議 で は 、
次 の 内 容 に つ い て 確 認 し ま し た 。  

 
 
 
 
 
◆ 「 北 部 」「 中 央 」「 南 部 」 の ３ 区 域 は 、 ２ ０ の コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア

が 基 に な っ て い ま す 。  
 各 区 域 内 の コ ミ ュ ニ テ ィ エ リ ア  
北 部  田中、西原、富勢、松葉、高田・松ヶ崎 
中 央  豊四季台、新富、旭町、柏中央、新田原、富里、永楽台 
南 部  増尾、南部、藤心、光ヶ丘、酒井根、手賀、風早北部、風早南部 

 

保 育 所 待 機 児 童 を 早 期 に 解 消 し よ う と い う 緊 急 の 課 題 解 決 を 考 慮 し ３
区 域 に 決 す る が 、 乳 幼 児 の 育 ち に と っ て よ り 望 ま し い 環 境 を 考 え た と
き 、 地 域 性 や 利 用 し や す さ と い う 点 は 欠 か す こ と の で き な い 視 点 で あ
る 。 こ の こ と か ら 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 計 画 ・ 推 進 す る 際 に は 、
十 分 に こ の 点 に 配 慮 す る も の と す る 。  
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 子育ての当事者である保護者同士が支え合い、学び合い、高め合う関係をつく
るとともに、子ども同士も育ち合えるよう、親子が出会い、交流できる場を充実
させます。また、地域全体の子育てに対する理解を深めます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  親 子 で 交 流 で き る 場 の 充 実  

 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 [前掲＊11 <19 ﾍﾟｰｼﾞ>]を は じ め と す る 様 々 な 出
会 い の 場 を 、 質 ・ 量 と も に 充 実 さ せ ま す 。 特 に 地 域 子 育 て 支 援 拠 点
事 業 に つ い て は 、 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 の 拠 点 と し て 、 地 域 バ ラ
ン ス を 配 慮 し た 整 備 を 行 う と と も に 、 事 業 内 容 の 質 を 高 め て い き ま
す 。  

 ②  子 育 て に 対 す る 意 識 啓 発  

 子 ど も の 育 ち や 子 育 て に 対 す る 支 援 の 必 要 性 等 に つ い て 、 様 々 な
機 会 を 通 じ て 啓 発 を し て い き ま す 。  

 ③  各 種 子 育 て 支 援 活 動 の 支 援  

 各 種 子 育 て 関 連 イ ベ ン ト や 学 習 会・勉 強 会 、子 育 て サ ー ク ル 活 動 、
授 乳 ス ペ ー ス の 設 置 、 小 中 高 校 生 な ど の 育 児 体 験 な ど 、 様 々 な 形 で
行 わ れ る 子 育 て 支 援 活 動 を 支 援 し ま す 。  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 施 策 1－ (1) 子 育 ち ・ 親 育 ち の 環 境 づ く り  

1  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 通 じ て み ん な が 成 ⾧ で き る よ う 、 地 域 環 境 を 充 実 さ

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  「 子 育 て の 当 事 者 同 士 だ か ら こ そ 、 何 が 必 要 か を 自 分 た ち で 考 え 、 お
互 い に 助 け 合 う こ と が で き る の で は な い か 」 と い う 認 識 を 持 ち 、 親 同 士
を つ な げ る こ と が 大 事 で す 。 そ の た め に は 、 親 子 が 集 ま り や す い 場 で あ
る 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 親 自 身 が 小 さ な 子 ど も と の 触 れ 合 い が 乏 し い
ま ま 親 に な る こ と が 多 い 中 で は 、 学 び 合 え る 環 境 が 重 要 で す 。  

◆  多 様 な 人 と の 関 わ り を つ く る こ と も 大 事 で す 。 親 に と っ て は 、 地 域 と
の 交 流 に よ っ て 、 世 代 間 の 継 承 が 行 わ れ た り 、 子 育 て の 視 野 が 広 が っ た
り す る と 考 え ら れ ま す 。 子 ど も に と っ て も 、 親 以 外 の 大 人 と の 関 わ り は
大 事 で す し 、 子 ど も 同 士 の 遊 び は 健 や か な 成 ⾧ に 欠 か せ ま せ ん 。  

◆  子 ど も の 育 ち や 子 育 て に 対 す る 支 援 の 必 要 性 に つ い て 、 よ り 多 く の 市
民 の 理 解 と 協 力 が な け れ ば 、「 優 し く 見 守 り 、 支 え 合 う 」 ま ち に は な り ま
せ ん 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

[地 域 子 育 て支 援 拠 点 事 業 ]  

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  49,334 人 回 /年  46,764 人 回 /年  45,636 人 回 /年  44,508 人 回 /年  44,112 人 回 /年  
確 保 方 策  ８ か 所  ８ か 所  ８ か 所  ８ か 所  ８ か 所  

実 績  ８ か 所  ８ か 所     
 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  47,832 人 回 /年  46,752 人 回 /年  45,396 人 回 /年  43,980 人 回 /年  43,332 人 回 /年  
確 保 方 策  6 か 所  6 か 所  ７ か 所  ８ か 所  ８ か 所  

実 績  6 か 所  6 か 所     
 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  50,460 人 回 /年  49,884 人 回 /年  48,900 人 回 /年  47,820 人 回 /年  47,412 人 回 /年  
確 保 方 策  ７ か 所  ７ か 所  ８ か 所  ８ か 所  ８ か 所  

実 績  ７ か 所  ７ か 所     
 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  147,636 人 回 /年  143,400 人 回 /年  139,932 人 回 /年  136,308 人 回 /年  134,856 人 回 /年  
確 保 方 策  ２ 1 か 所  ２ 1 か 所  ２ ３ か 所  ２ ４ か 所  ２ ４ か 所  

実 績  
117,956 人 回 /年  119,872 人 回 /年     
２ 1 か 所  ２ 1 か 所     

 

[地 域 子 育 て支 援 拠 点 職 員 対 象 の合 同 研 修 会 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
  

   

 

[啓 発 イベント] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
  

 

 

 

毎 年 度 開 催  

企 画 検 討  シ ン ポ ジ ウ ム 等 の 開 催  

地域子ども・子育て支援事業 

◆  地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 や 子 育 て サ ロ ン 、母 と 子 の つ ど い 、園 庭 開 放 、
幼 稚 園 の 未 就 園 児 教 室 、 保 護 者 同 士 の 育 児 サ ー ク ル な ど が 、 幼 稚 園 ・ 保
育 園 、 地 域 団 体 、 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 、 柏 市 民 健 康 づ く り 推 進 員 、 各 種
民 間 団 体 な ど に よ り 地 域 の 中 で 実 施 さ れ て い ま す 。 こ れ ら の 活 動 は 、 貴
重 な 地 域 資 源 で あ り 、 よ り 多 く の 親 子 に 有 効 活 用 さ れ る よ う 、 相 互 の 有
機 的 な つ な が り を つ く っ て い く こ と が 必 要 で す 。 ま た 、 こ れ ら 以 外 の 不
定 期 に 行 わ れ る よ う な イ ベ ン ト な ど も 、子 育 て の つ な が り を つ く っ た り 、
情 報 を 得 た り す る 有 効 な 機 会 で す 。  

民 間 によ る 開 催 を 支 援  
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 地域全体の子育て状況を把握したり、不足している支援を考えたり、また、各
支援団体の活動を支援したりできるような支援団体（支援者）のネットワークが、
柏市における子ども・子育て支援全体を支えます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  支 援 団 体 （ 支 援 者 ） の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築  

 子 育 て に 関 す る 情 報 の 共 有 を は じ め 、 地 域 に お け る 子 ど も ・ 子 育
て 支 援 の 横 の 連 携 に よ る レ ベ ル ア ッ プ が 図 ら れ る よ う 、 子 育 て を 支
援 す る 団 体 等 の ネ ッ ト ワ ー ク を つ く り ま す 。  

 ②  支 援 団 体 （ 支 援 者 ） の 育 成  

 子 ど も の 育 ち や 子 育 て を 支 援 す る た め 、 各 種 研 修 等 の 実 施 を 通 じ
て 、 子 育 て 支 援 の 担 い 手 と な る 支 援 団 体 （ 支 援 者 ） を 育 成 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 策 1－ (2) 子 育 て 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築  

1  子 ど も・子 育 て 支 援 を 通 じ て み ん な が 成 ⾧ で き る よ う 、地 域 環 境 を 充 実 さ

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  支 援 団 体 （ 支 援 者 ） は 、 大 変 貴 重 な 地 域 資 源 で あ り 、 必 要 不 可 欠 な “ 子
育 て イ ン フ ラ ” と で も い う べ き 存 在 で す 。 こ の “ 子 育 て イ ン フ ラ ” の 横 の 連
携 が 強 ま る こ と は 、 地 域 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 基 盤 強 化 で あ り 、 支 援
の 網 の 目 を 細 か く す る こ と に つ な が り ま す 。  

◆  柏 市 に お い て は 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 に 関 す る 取 り 組 み が 弱 か っ た と
こ ろ で す 。 本 施 策 に 基 づ き 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 に 取 り 組 み ま す 。  

◆  子 育 て を 支 援 す る 団 体 等 の ネ ッ ト ワ ー ク は 、 各 団 体 の 主 体 的 な 参 加 と
自 立 し た 運 営 に よ る 組 織 を 目 指 し ま す 。 し た が っ て 、 行 政 は 、 ネ ッ ト ワ
ー ク 構 築 の き っ か け づ く り と と も に 、 自 立 し た 組 織 運 営 に 徐 々 に 移 れ る
よ う な 支 援 を 行 い ま す 。  

◆  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 わ る 支 援 団 体 （ 支 援 者 ） が 、 子 ど も ・ 子 育 て
支 援 の 施 設 、 関 連 制 度 な ど に 対 す る 幅 広 い 知 識 や 子 ど も の 育 ち に 関 す る
知 識 、 親 子 と の 関 わ り 方 な ど 、 必 要 と な る 知 識 や 技 術 の 向 上 を 図 る こ と
が で き 、 支 援 す る 側 と し て 成 ⾧ で き る よ う な 研 修 等 が 必 要 で す 。 ま た 、
支 援 者 を 増 や す た め に は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 心 が あ る 方 々 が 安 心
し て 支 援 に 関 わ れ る よ う 、 周 知 等 の 工 夫 が 必 要 で す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

[支 援 団 体 （支 援 者 ） のネットワークの構 築 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

   

  

 

[支 援 団 体 の育 成 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  

   

 

[支 援 者 の育 成 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

関 係 者 に
よる協議 
・検討 

ネットワ ー
ク組織の 立
ち上げ 

参加団体等による自立的な運営 

関 係 者 に
よる協議 
・検討 

新規団体立ち上げのサポート 

団体等の運営に関するサポート 

実 施 内 容
の協議・検
討 

新たに子ども・子育て支援に携わる人向けの育成研修の実施 

既に子ども・子育て支援に携わっている人向けの
スキルアップ研修の実施 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 ワーク・ライフ・バランス＊17（仕事と生活の調和）の実現に向けて、職業生活
と家庭生活の両立に対する理解と協力を得るための啓発活動や各種制度の周知等
を進めます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊17  ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和のこと。仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 

   （平成 19 年 12 月 18 日官民トップ会議策定）では、仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人ひ 

   とりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにお 

   いても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と 

   されている。 

 施 策 1－ (3) ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 推 進  

1  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 を 通 じ て み ん な が 成 ⾧ で き る よ う 、地 域 環 境 を 充 実 さ

 

 第 三 次 柏 市 男 女 共 同 参 画 推 進 計 画 の 施 策 の 方 向 性 (3)
「 男 女 が 共 に 担 う 家 庭 ・ 地 域 づ く り 」 (4)「 男 女 が 平 等
に 仕 事 と 生 活 を 両 立 で き る 環 境 づ く り 」に 基 づ き 、ワ ー
ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 啓 発 や 、 育 児 ・ 介 護 休 業 制 度 に
関 す る 情 報 提 供 な ど を 行 い ま す 。  

ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 推 進 は  

 

 

 

            に 基 づ い て 取 り 組 み

柏市 男女共 同参画 推進計画  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

[啓 発 イベント等 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

[計 画 策 定 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        男女共同参画啓発イベントの開催 
        市内事業所等への啓発 

次期男女共
同参画推進
計画の策定 第三次男女共同参画推進計画の実施（平成 37 年度まで） 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 子育てに関する様々な情報が、全ての子育て家庭や支援者など広く市民全体に
伝わる情報提供体制をつくるとともに、気軽に相談できる場や様々なケースに適
切に対応できるような相談体制を充実させます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  情 報 提 供 体 制 の 充 実  

 子 育 て に 関 す る 様 々 な 情 報 が 、 全 て の 子 育 て 家 庭 に 着 実 に 伝 わ る
よ う 、 よ り 効 果 的 な 提 供 方 法 を 検 討 し 、 既 存 の 方 法 に つ い て 整 理 し
た 上 で 、 様 々 な 方 法 ・ 媒 体 で 情 報 提 供 を 行 い ま す 。 ま た 、 親 以 外 の
大 人 に と っ て 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 が 身 近 な も の と な る よ う 、 情 報
公 開 を 進 め ま す 。  

 ②  利 用 者 支 援 事 業 の 実 施  

 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に お い て 新 設 さ れ た 事 業 で あ る 利 用 者
支 援 事 業 [前掲＊1 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]は 、 国 が 示 す ガ イ ド ラ イ ン を 踏 ま え な が ら 、
柏 市 の 実 情 に 合 っ た 事 業 内 容 に つ い て し っ か り と 検 討 し た 上 で 、 実
施 し ま す 。 ま た 、 必 要 と な る 人 材 の 育 成 も 行 い ま す 。  

 ③  相 談 体 制 の 充 実  

 子 育 て で 悩 ん で い る 保 護 者 が 相 談 の き っ か け を つ か め る よ う 、 親
子 で 交 流 で き る 場 （ [22 ペ ー ジ ]施 策 1-(1)の ① 参 照 ） な ど を 充 実 す
る と と も に 、 そ の よ う な 場 と 各 種 相 談 窓 口 や 専 門 機 関 の 間 の 連 携 を
強 化 し ま す 。 ま た 、 相 談 窓 口 等 の 周 知 を 妊 娠 ・ 出 産 期 か ら 積 極 的 に
行 い 、 相 談 し や す く し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 策 ２ － (1) 情 報 提 供 ・ 相 談 体 制 の 充 実  

２  生 き 生 き と 子 育 て が で き る よ う 、 き め 細 か な 支 援 を 行 う              

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  市 内 で は 、 子 育 て を 支 援 す る 様 々 な 事 業 が 展 開 さ れ て い ま す が 、 利 用
者 に と っ て は 、 情 報 を 把 握 す る 手 段 が 多 岐 に わ た り 、 的 確 な 情 報 が 得 ら
れ に く い 状 況 が あ り ま す 。「 も し 知 っ て い た ら 、 辛 か っ た と き に 迷 わ な く
て 済 ん だ の に 」 と い う こ と が な い よ う に す る 必 要 が あ り ま す 。  

◆  ニ ー ズ 調 査 で は 、情 報 の 入 手 方 法 と し て は「 紙 媒 体 」「イ ン タ ー ネ ッ ト 」
を 求 め る 割 合 が 高 か っ た 一 方 で 、 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー の 利 用 の き っ
か け は 「 子 育 て 仲 間 や 近 所 の 人 か ら の 口 コ ミ 」 が 最 も 多 か っ た こ と か ら 、
両 者 を 踏 ま え た 情 報 提 供 の 整 理 が 必 要 で す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

[情 報 提 供 方 法 ・媒 体 の検 討 ・整 理 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

 

[利 用 者 支 援 事 業 ]  

 ○特 定 型 ・基 本 型  

【 市 全 域 ※ 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  3 か 所  3 か 所  3 か 所  3 か 所  3 か 所  

確 保  
方 策  

特 定 型  1 か 所  1 か 所  1 か 所  1 か 所  1 か 所  

基 本 型  ー  ー  1 か 所  1 か 所  2 か 所  
実 績  1 か 所  1 か 所     

  ※ 全 市 で 3 か 所 確 保 と な っ て い ま す が 、 内 訳 は 各 区 域 1 か 所 ず つ と し ま
す 。  
 

 ○母 子 保 健 型 ( 子 育 て世 代 包 括 支 援 センター)  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み     4 か 所  4 か 所  

確 保 方 策    3 か 所  4 か 所  4 か 所  
 
 ※ 29 年 度 か ら の 新 規 事 業  
 
 

      [乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 [前掲＊2 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]] 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  2,567 人 2,496 人 2,437 人 3,166 人 3,114 人 

確 保 方 策  

[実 施 体 制 ]  
 家 庭 訪 問 （ 保 健 師 ・ 助 産 師 ・ 看 護 師 等 ）  
[実 施 機 関 ]  
 柏 市 保 健 所 地 域 健 康 づ く り 課  

実 績  3,322 人  3,006 人     

  ※ 27 年 度 ま で は 柏 市 民 健 康 づ く り 推 進 員 に よ る 訪 問 も 当 事 業 と し て 実
施 、 2 8 年 度 か ら は 専 門 職 の み で の 実 施 に 変 更 し ま し た 。  

関係者による協議・検討及び情報提供の方法や媒体の整理に基づく
効果的な実施 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 

◆  利 用 者 支 援 事 業 は 、 施 設 ・ 事 業 の 利 用 を 案 内 し た り 、 つ な い だ り す る こ
と に と ど ま ら ず 、 相 談 、 情 報 提 供 、 助 言 を 含 む 「 総 合 的 な 利 用 者 支 援 」 と 、
地 域 の 関 係 者 と の 連 携 や 不 足 し て い る 社 会 資 源 の 開 発 な ど の 「 地 域 連 携 」
を 行 う こ と と さ れ て い ま す 。 ま た 、 親 子 が 集 ま り や す い 場 所 で 実 施 す る 必
要 が あ り ま す 。  

見直し 
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[妊 婦 健 診 ]  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  32,878 件/年  31,990 件/年  31,254 件/年  30,503 件/年  30,197 件/年  

確 保 方 策  

[実 施 場 所 ・ 実 施 体 制 ]  
 医 療 機 関 等  
[検 査 項 目 ]  
 柏 市 が 定 め る 妊 婦 一 般 健 康 診 査 の 公 費 負 担 検 査 項 目  
[実 施 時 期 ]  
受 診 票 の 交 付 を 受 け た 日 か ら 出 産 の 日 ま で  

実 績  40,116 件/年  39,715 件/年     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子ども・子育て支援事業 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 全ての子育て家庭が安心して子育てに当たれるよう、家庭における様々な子育
ての負担や不安、孤立感を和らげるための支援体制を整えます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  一 時 的 な 預 か り の 充 実  

 保 護 者 の 就 労 や 緊 急 時 対 応 、 リ フ レ ッ シ ュ 希 望 等 に 基 づ く 多 様 な
保 育 需 要 に 対 応 し た 一 時 的 な 預 か り を 充 実 さ せ ま す 。  

 ②  経 済 的 負 担 の 軽 減  

 国 や 千 葉 県 の 今 後 の 動 向 を 踏 ま え 、 教 育 費 や 医 療 費 等 の 負 担 軽 減
を 図 る た め の 助 成 を 行 う と と も に 、各 種 支 援 制 度 の 周 知 を 進 め ま す 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施 策 ２ － (2) 子 育 て 家 庭 の 負 担 の 軽 減  

２  生 き 生 き と 子 育 て が で き る よ う 、 き め 細 か な 支 援 を 行 う              

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  子 育 て 支 援 は 、 親 の 利 便 性 を 求 め る も の で は あ り ま せ ん が 、 昔 で あ れ
ば 必 要 の な か っ た よ う な 支 援 が 必 要 に な っ て い る の も 事 実 で す 。 特 に 、
地 域 の つ な が り の 希 薄 化 や 核 家 族 化 の 進 行 に よ っ て 、 家 庭 と い う 狭 い 世
界 だ け で 、 子 ど も を 育 て な け れ ば な ら な い よ う な 状 況 に 陥 り や す く な っ
て い る と い え ま す 。 特 に 、 第 1 子 目 の 子 育 て に お い て 、 そ の 傾 向 は 顕 著
で す 。  

◆  子 育 て を 手 伝 っ て く れ る 人 が 身 近 に い な い と い う 保 護 者 が 少 な か ら ず
い る こ と を 念 頭 に お い た 支 援 体 制 が 必 要 で す 。  

◆  子 育 て に 対 す る 不 安 や 負 担 、 孤 立 感 は 、 子 ど も の 育 ち に も 影 響 を 与 え
ま す 。 子 育 て が 喜 び や 生 き が い に つ な が る よ う な 支 援 が 求 め ら れ ま す 。
ま た 、 そ の 支 援 は 、 子 ど も の 健 や か な 育 ち を 最 優 先 に 考 え た も の で な け
れ ば な り ま せ ん 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

      [一 時 預 かり事 業 [前掲＊3 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]（幼稚園における在園児対象型）]  

  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  
(1 号 認 定 )  

57,131 人 日 /年  55,884 人 日 /年  54,631 人 日 /年  
160,388 

人 日 /年  

168.407 

人 日 /年  量 の 見 込 み  
(２ 号 認 定 )  

67,123 人 日 /年  82,510 人 日 /年  98,120 人 日 /年  

確 保 方 策  124,254 人 日 /年  138,394 人 日 /年  152,751 人 日 /年  160,388 人 日 /年  168,407 人 日 /年  

実 績  84,261 人 日 /年  106,398 人 日 /年     

※ 見 直 し 時 は 、1 号 ・ 2 号 認 定 別 の 算 定 が 困 難 な た め 、量 の 見 込 み を 合 計 人
数  
 と し ま し た 。  

      [一 時 預 かり事 業 （幼稚園における在園児対象型を除く）]  

  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  23,087 人 日 /年  22,403 人 日 /年  21,874 人 日 /年  22,092 人 日 /年  22,312 人 日 /年  

確 保 方 策  20,826 人 日 /年  20,826 人 日 /年  21,316 人 日 /年  21,806 人 日 /年  22,296 人 日 /年  

実 績  14,630 人 日 /年  17,451 人 日 /年     

 

[ファ ミリー・サポート・センター事 業 [前掲＊12 <19 ﾍﾟｰｼﾞ>]（就学前児童対象）]  

  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  6,559 人 日 /年  6,364 人 日 /年  6,213 人 日 /年  6,057 人 日 /年  5,995 人 日 /年  

確 保 方 策  4,000 人 日 /年  4,500 人 日 /年  5,000 人 日 /年  5,500 人 日 /年  6,000 人 日 /年  

実 績  4,435 人 日 /年  4,807 人 日 /年     

 

[ファ ミリー・サポート・センター事 業 （就 学 後 児 童 対 象 ）]   

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  6,369 人 日 /年  6,179 人 日 /年  6,033 人 日 /年  5,881 人 日 /年  5,821 人 日 /年  

確 保 方 策  3,900 人 日 /年  4,400 人 日 /年  4,900 人 日 /年  5,400 人 日 /年  5,900 人 日 /年  

実 績  3,355 人 日 /年  3,083 人 日 /年     

 

 

 

 

 

 
 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 

見直し 

見直し 
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[子 育 て 短 期 支 援 事 業 [前掲＊10 <19 ﾍﾟｰｼﾞ>]（宿 泊 を伴 うもの）]   

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  310 人 日 /年  302 人 日 /年  295 人 日 /年  286 人 日 /年  282 人 日 /年  

確 保 方 策  365 人 日 /年  365 人 日 /年  365 人 日 /年  365 人 日 /年  365 人 日 /年  

実 績  275 人 日 /年  288 人 日 /年     

 

[子 育 て 短 期 支 援 事 業 （宿 泊 を伴 わないもの）]   

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  29 人 日 /年  29 人 日 /年  28 人 日 /年  27 人 日 /年  27 人 日 /年  

確 保 方 策  80 人 日 /年  80 人 日 /年  80 人 日 /年  80 人 日 /年  80 人 日 /年  

実 績  110 人 日 /年  243 人 日 /年     

 

      [病 児 ・病 後 児 保 育 事 業 [前掲＊4 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]]   

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  451 人 日 /年  437 人 日 /年  425 人 日 /年  413 人 日 /年  405 人 日 /年  

確 保 方 策  
０人 日 /年  

 
０人 日 /年  

 
０人 日 /年  

 
870 人 日 /年  

(1 か所) 
870 人 日 /年  

(1 か所) 

実 績  ０人 日 /年  ０人 日 /年     
 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  296 人 日 /年  289 人 日 /年  281 人 日 /年  272 人 日 /年  267 人 日 /年  

確 保 方 策  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  

実 績  
870 人 日 /年  

（1 か所） 
870 人 日 /年  

（1 か所） 
   

 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  333 人 日 /年  327 人 日 /年  322 人 日 /年  316 人 日 /年  313 人 日 /年  

確 保 方 策  
０人 日 /年  

 
０人 日 /年  

 
0 人 日 /年  

 
1,160 人 日 /年  

(1 か 所 )  
1,160 人 日 /年  

(1 か所) 

実 績  ０人 日 /年  
88 人 日 /年  

（1 か所）  
   

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  1,080 人 日 /年  1,053 人 日 /年  1,028 人 日 /年  1,001 人 日 /年  985 人 日 /年  

確 保 方 策  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
870 人 日 /年  

（1 か所）  
2,900 人 日 /年  

(3 か所) 
2,900 人 日 /年  

(3 か所) 

実 績  
870 人 日 /年  

（1 か所） 
958 人 日 /年  

（2 か所） 
   

 

 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業 見直し 
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     [実 費 徴 収 に係 る補 足 給 付 事 業 [前掲＊5 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]] 

 

 ※ 30 年 度 か ら の 新 規 事 業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み     220 人 日 /年  220 人 日 /年  

確 保 方 策     220 人 日 /年  220 人 日 /年  

見直し 

地域子ども・子育て支援事業 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応に向けた適切な対応が図られるよう、
関係機関の連携の一層の強化や対応する職員の育成・確保等に取り組みます。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊18  要保護児童対策地域協議会：要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童 

   若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対す 

   る支援の内容に関する協議を行う組織。関係機関、関係団体等により組織される。 

 施 策 ２ － (3) 児 童 虐 待 の 防 止  

２  生 き 生 き と 子 育 て が で き る よ う 、 き め 細 か な 支 援 を 行 う              

 児 童 虐 待 の 防 止 は  

 

 

 

            に 基 づ い て 取 り 組 み

柏市における児童死亡事例の検証結果報告書  

 柏 市 に お け る 児 童 死 亡 事 例 の 検 証 結 果 報 告 書 （ 平 成
24 年 4 月 ） に 基 づ き 、 関 係 機 関 の 連 携 強 化 、 妊 娠 期 か
ら の 未 然 防 止 機 能 の 強 化 、 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 ＊

1 8 の 調 整 機 能 の 向 上 な ど を 進 め 、児 童 虐 待 の 防 止 に 努 め
ま す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  
 

[関 係 機 関 の連 携 強 化 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

[妊 娠 期 からの虐 待 未 然 防 止 機 能 の強 化 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

[要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 の調 整 機 能 の向 上 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

      [養 育 支 援 訪 問 事 業 [前掲＊6 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]]   

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  294 人日/年 322 人日/年 340 人日/年 560 人日/年 560 人日/年 

確 保 方 策  

[実 施 機 関 ]  
 柏 市 こ ど も 部 こ ど も 福 祉 課  
[実 施 体 制 ]  
 3 名 ( 助 産 師 、 保 育 士 、 保 健 師 )  
[連 携 体 制 ]  
 柏 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会  
[庁 内 連 携 体 制 ]  
 個 別 ケ ー ス 検 討 会 議  

 

      [産 後 ケア 事 業 [前掲＊7 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>](宿 泊 型 、デイサービス型 )]  

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み     65 件 /年  65 件 /年  

確 保 方 策     3 か所 3 か所 
 

地域子ども・子育て支援事業 

「市町村子ども家庭支援指針」に基づき、役割・機能について評価・見直
しを行う。初期段階からの児童相談所や警察、保健所や地域関係者等との
実効ある組織連携への働きかけを行う。 

周産期医療・小児科等医療機関や新生児・産婦訪問指導員の助産師等との
連携・信頼関係を重視し、妊娠早期及び出産直後からの継続的で丁寧な母
子保健支援を着実に実施する。 

関係機関等との調整機能を遂行するための基盤を整備するため、職員が研
修に積極的・計画的に参加して、職員の知識･技術・判断及び組織対応力の
向上に取り組む。 

見直し 

見直し 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 障害の有無によって分け隔てられることなく、身近な地域で安心して生活でき
るようにするために、年齢や能力等に応じた適切な支援を行います。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
＊19  インクルーシブ教育システム：障害のある者と障害のない者が可能な限り共に学ぶことができる仕組み。 

   小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のあ 

   る「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。 

 施 策 ２ － (4) 障 害 の あ る 子 ど も へ の 支 援  

２  生 き 生 き と 子 育 て が で き る よ う 、 き め 細 か な 支 援 を 行 う              

 障 害 の あ る 子 ど も へ の 適 切 な 支 援 は  

 

 

 

            に 基 づ い て 取 り 組 み

ノーマライゼーションかしわプラン 

 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン か し わ プ ラ ン に 基 づ き 、障 害 の
早 期 発 見 ・ 早 期 支 援 、保 育 園 ・ 幼 稚 園 等 支 援 の 充 実 に 取
り 組 む と と も に 、学 齢 期 に お け る イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 シ
ス テ ム ＊ 1 9 の 構 築 と 放 課 後 等 支 援 の 充 実 を 図 り ま す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  
 
 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン か し わ プ ラ ン 改 定 に よ り ３ ０ ・ ３ １ 年 度 を 追 加 記 載  
 

[障 害 児 通 所 支 援 （児 童 発 達 支 援 ）]  

 27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

見 込 み 量  
146 人/月 

(1,800 人 日 /月 ) 

151 人/月 

(1,980 人 日 /月 ) 

155 人/月 

(2,160 人 日 /月 ) 

226 人/月 

(2,260 人 日 /月 ) 

237 人/月 

(2,370 人 日 /月 ) 

実 績  
155 人/月 

(1,642 人 日 /月 ) 

205 人/月 

(2,111 人 日 /月 ) 
   

 

[障 害 児 通 所 支 援 （医 療 型 発 達 支 援 ）] 

 27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

見 込 み 量  
20 人/月 

(180 人 日 /月 ) 

20 人/月 

(180 人 日 /月 ) 

20 人/月 

(180 人 日 /月 ) 

27 人/月 

(216 人 日 /月 ) 

27 人/月 

(216 人 日 /月 ) 

実 績  
25 人/月 

(199 人 日 /月 ) 

27 人/月 

(169 人 日 /月 ) 
   

 

[放 課 後 等 デイサービス] 

 27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

見 込 み 量  
284 人/月 

(2,272 人 日 /月 ) 

296 人/月 

(2,368 人 日 /月 ) 

308 人/月 

(2,464 人 日 /月 ) 

648 人/月 

(5,832 人 日 /月 ) 

712 人/月 

(6,408 人 日 /月 ) 

実 績  
407 人/月 

(4,564 人 日 /月 ) 

491 人/月 

(5,729 人 日 /月 ) 
   

 

[保 育 所 等 訪 問 支 援 ] 

 27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

見 込 み 量  
45 人/月 

(90 人 日/月 ) 

60 人/月 

(120 人 日 /月 ) 

80 人/月 

(160 人 日 /月 ) 

36 人/月 

(43 人 日/月 ) 

37 人/月 

(44 人 日/月 ) 

実 績  
33 人/月 

(34 人 日/月 ) 

34 人/月 

(39 人 日/月 ) 
   

 

[障 害 児 相 談 支 援 ] 

 27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

見 込 み 量  112 人/月 117 人/月 123 人/月 113 人/月 119 人/月 

実 績  97 人/月 103 人/月    
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 ひとり親家庭が自立し、親子がともに健全な生活を営むことができるよう、関
係機関等の密接な連携のもと各種支援策を推進します。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施 策 ２ － (5) ひ と り 親 家 庭 の 自 立 支 援  

２  生 き 生 き と 子 育 て が で き る よ う 、 き め 細 か な 支 援 を 行 う              

 ひ と り 親 家 庭 の 自 立 支 援 は  

 

 

 

            に 基 づ い て 取 り 組 み

柏 市 ひとり親 家 庭 等 自 立 促 進 計 画  

 柏 市 ひ と り 親 家 庭 等 自 立 促 進 計 画 に 基 づ き 、「 子 育
て ・ 生 活 支 援 」「 就 業 支 援 」「 養 育 費 確 保 支 援 」「 経 済 的
支 援 」 を ４ 本 柱 と し て 総 合 的 な 自 立 支 援 を 推 進 し ま す 。 

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  日 本 の 子 ど も の 6 人 か ら 7 人 に 1 人 が 相 対 的 貧 困 の 状 況 に あ り ま す 。
特 に 、ひ と り 親 世 帯 の 貧 困 率 は 5 0 . 8 パ ー セ ン ト と 、2 人 に 1 人 が 相 対 的
貧 困 の 状 況 に あ り ま す ( 厚 生 労 働 省 「 平 成 2 8 年 国 民 生 活 基 礎 調 査 」 ) 。 柏
市 の 状 況 と し て は 、 生 活 保 護 受 給 世 帯 は 年 々 増 加 傾 向 に あ り 、 世 帯 の 内
訳 を 見 る と 、 1 0 年 間 で 母 子 世 帯 が 1 . 8 倍 以 上 に 増 加 し て い ま す 。  

◆  柏 市 で は 、 子 ど も の 貧 困 対 策 を 総 合 的 に 推 進 す る た め 平 成 29 年 3 月
に 「 柏 市 子 ど も の 貧 困 対 策 推 進 計 画 」 を 策 定 し ま し た ( 計 画 期 間 は 平 成
29 ～ 3 3 年 度 ) 。  

◆  全 て の 子 ど も た ち が 、 子 ど も た ち 自 身 の 努 力 の 及 ば な い 不 利 な 環 境 に
よ り 、 将 来 へ の 道 を 閉 ざ さ れ る こ と が な く 、 夢 と 希 望 を 持 っ て 、 安 心 し
て 育 つ こ と が で き る よ う 、「 教 育 の 支 援 」「 生 活 の 支 援 」「 就 労 の 支 援 」「 経
済 的 支 援 」 の 4 つ の 柱 を 軸 に 、 庁 内 関 係 部 署 の 連 携 の も と 、 柏 市 ひ と り
親 家 庭 等 自 立 促 進 計 画 と 整 合 を 図 り な が ら 、 同 計 画 に 基 づ い て 各 種 支 援
策 を 進 め ま す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

[母 子 ・父 子 自 立 支 援 相 談 事 業 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

[学 習 支 援 事 業 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

[経 済 的 支 援 事 業 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 

    

 

      [就 労 支 援 事 業 ]※追 加 記 載  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

自立支援員による就業相談、生活全般に渡る困りごとなどに関する相談事
業を実施し、ひとり親家庭等の自立を支援（年間相談件数:約 2,000 件） 

生活支援課（学習支援事業）、生涯学習課（放課後子ども教室）、こども福祉課
（ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業）による学習支援事業の実施 

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等助成、遺児等養育手当など経済的支
援の実施（児童扶養手当受給資格者数:約 2,800 人） 

就業・自立支援センター事業、自立支援教育訓練
給付金事業、高等職業訓練促進給付金・貸付事業
(こども福祉課)、就労支援事業(生活支援課)等に
よる就労支援事業の実施 

見直し 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 増大する保育需要に対応した保育の必要定員数を確保するため、教育・保育施
設や地域型保育事業[前掲＊13 <20 ﾍﾟｰｼﾞ>]を計画的に整備します。また、こどもルー
ムについては、需要に対して必要な供給量を確保します。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 地 域 型 保 育 事 業 の 計 画 的 な 整 備 等  

 満 ３ 歳 未 満 の 子 ど も が 多 数 を 占 め る 入 園 保 留 者 を 減 ら し な が ら 、
満 ３ 歳 以 降 の 継 続 的 か つ 安 定 的 な 教 育 ・ 保 育 環 境 を 確 保 す る た め 、
教 育 ・ 保 育 施 設 を 中 心 と し た 計 画 的 な 整 備 を 進 め ま す 。  
 ま た 、 保 護 者 の 就 業 状 況 に 対 応 し た 時 間 外 保 育 に つ い て も 、 あ わ
せ て 必 要 量 を 確 保 し て い き ま す 。  

 ②  認 定 こ ど も 園 の 普 及  

 既 存 幼 稚 園 に よ る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 を 最 優 先 に 、
既 存 幼 稚 園 の 定 員 枠 を 活 用 し つ つ 、 ２ 号 か つ ３ 号 認 定 子 ど も の 受 け
皿 を 拡 大 し て い く 方 向 で 認 定 こ ど も 園 の 普 及 を 図 り ま す 。  

 ③  放 課 後 児 童 （ 主 に 小 学 生 ） の 居 場 所 の 確 保  

 こ ど も ル ー ム を は じ め と し た 放 課 後 児 童 を 対 象 と す る 各 事 業 と の
連 携 に よ り 、 小 学 校 区 ご と の 状 況 に 合 わ せ た 柔 軟 な 対 応 を 行 い 、 児
童 の 居 場 所 の 確 保 に 努 め ま す 。  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 施 策 ３ － (1) 教 育 ・ 保 育 の 計 画 的 整 備  

３  子 ど も た ち が 健 や か に 成 ⾧ で き る よ う 、 質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  保 育 需 要 の 増 大 に 伴 う 保 育 環 境 の 整 備 は 、 都 市 機 能 と し て 必 要 不 可 欠
な も の で す 。 こ ど も ル ー ム の 定 員 確 保 も 含 め 、 仕 事 と 子 育 て の 両 立 の た
め の 基 盤 整 備 と し て 、 安 定 的 な 提 供 体 制 の 確 保 が 必 要 で す 。  

◆  保 育 の 必 要 定 員 数 の 確 保 は 、 教 育 ・ 保 育 施 設 の 整 備 を 中 心 に 行 う こ と
と し 、 特 に 既 存 幼 稚 園 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 と 、 私 立 認 可
保 育 園 の 整 備 を 優 先 し て 行 い ま す 。  

◆  地 域 型 保 育 事 業 に つ い て は 、 教 育 ・ 保 育 施 設 を 補 完 す る も の と し て 、
ま ず は 保 育 士 資 格 、 施 設 基 準 等 の 一 定 の 「 保 育 の 質 」 の 確 保 が 可 能 な 小
規 模 保 育 事 業 [前掲＊15 <20 ﾍﾟｰｼﾞ>]Ａ 型 の 整 備 を 優 先 し て 行 い ま す 。 次 に 、
お 子 さ ん の 障 害 等 で 集 団 保 育 が 著 し く 困 難 な 場 合 や 、 保 護 者 が 夜 間 に 勤
務 す る 場 合 に 対 応 す る た め 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 [前掲＊16 <20 ﾍﾟｰｼﾞ>]の 整
備 を 行 い ま す 。 最 後 に 、 迅 速 な 施 設 整 備 が 期 待 で き る こ と な ど を 考 慮 し 、
事 業 所 内 保 育 事 業 [前掲＊9 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]の 整 備 を 行 い ま す 。  

◆  教 育 と 保 育 を 一 体 的 に 提 供 す る 認 定 こ ど も 園 は 、 保 護 者 の 就 労 状 況 が
変 わ っ た 場 合 で も 継 続 し て 利 用 で き る と い う 特 徴 が あ り 、 待 機 児 童 を 減
ら す 効 果 も 期 待 で き ま す 。  
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＊20  移行促進のための上乗せ枠（「市町村計画で定める数」）：既存の幼稚園等が認定こども園への移行を希望 

   する場合には、需給調整の特例措置として、「市町村計画で定める数」を本来の必要量である「量の 

   見込み」に上乗せすることで、供給過剰地域も含め、認定こども園の認可・認定を行うことができる。 

 柏 市 に お い て は 、特 に 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 を 希 望 す る 幼 稚 園 に つ
い て 、施 設 の 状 況 や 利 用 者 の 意 向 等 を 踏 ま え な が ら 十 分 な 情 報 提 供 を 行 う と と
も に 、 移 行 に 当 た り 必 要 と な る 施 設 整 備 に つ い て は 、 国 の 補 助 金 等 を 活 用 し て
支 援 し ま す 。  

◆  認 定 こ ど も 園 の 普 及 に 当 た り 、 移 行 促 進 の た め の 上 乗 せ 枠 （「 市 町 村 計 画 で
定 め る 数 」） ＊ 2 0 は 、 設 定 し な い こ と と し ま す 。 た だ し 、 既 存 幼 稚 園 か ら 幼 保
連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 に よ り 需 要 を 超 え る 供 給 を 行 う 可 能 性 が あ る 場
合 は 、 次 の と お り 取 り 扱 う こ と と し ま す 。  
・ 計 画 期 間 内 の 各 年 度 に お い て 、 ２ 号 認 定 及 び ３ 号 認 定 の 利 用 定 員 の 総 数 が
量 の 見 込 み に 既 に 達 し て い る か 、 又 は 既 存 幼 稚 園 か ら 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も
園 へ の 新 た な 移 行 に よ っ て こ れ を 超 え る こ と に な る と 認 め る 場 合 、 既 存 幼 稚
園 か ら 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 は 、 目 標 設 置 数 （ [ 4 9 ペ ー ジ ] 参 照 ）
の 範 囲 内 で 認 可 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
・ な お 、 計 画 期 間 内 の 同 一 年 度 に お い て 、 一 部 の 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 で は ２
号 認 定 及 び ３ 号 認 定 の 利 用 定 員 の 総 数 が 量 の 見 込 み に 達 し て い る （ 供 給 量 が
需 要 量 を 上 回 っ て い る ） が 、 残 り の 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 で は 量 の 見 込 み に 達
し て い な い （ 供 給 量 が 需 要 量 に 達 し て い な い ） 場 合 に は 、 目 標 設 置 数 の 範 囲
内 で あ っ て も 、 量 の 見 込 み に 達 し て い な い 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 で の 既 存 幼 稚
園 か ら 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 へ の 移 行 が 優 先 さ れ ま す 。  
・ ま た 、 各 施 設 の ２ 号 認 定 及 び ３ 号 認 定 の 利 用 定 員 は 、 保 育 需 要 等 の 実 情 を
踏 ま え て 、 申 請 事 業 者 と 市 と の 間 で 協 議 の 上 設 定 し ま す 。  

◆  ニ ー ズ 調 査 の 結 果 か ら 、育 児 休 業 を 取 得 し た 保 護 者 は で き れ ば ⾧ く 休 業 し た
い と い う 意 向 が あ る 一 方 で 、「 希 望 す る 保 育 園 に 入 る た め 」 等 の 理 由 に よ り 復
帰 時 期 を 早 め る 傾 向 が あ る こ と が わ か り ま し た 。 産 後 ・ 育 児 休 業 後 に 教 育 ・ 保
育 施 設 や 地 域 型 保 育 事 業 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め 、次 の 取 り 組 み を
行 い ま す 。  
① 希 望 よ り 早 く 育 児 休 業 か ら 復 帰 す る 状 況 を 生 ま な い よ う に 施 設 や 事 業 を 計
画 的 に 整 備 し 、 保 育 の 量 的 拡 大 を 図 り ま す 。  
② 利 用 者 支 援 事 業 [前掲＊1 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]（［ 2 8 ペ ー ジ ］ 施 策 2 - ( 1 ) の ② 参 照 ） の 窓 口
で 、 そ れ ぞ れ の 状 況 や ニ ー ズ に 合 っ た 情 報 を わ か り や す く 提 供 し ま す 。  
③ 安 心 し て 妊 娠 、 出 産 、 子 育 て に 臨 む こ と が で き る よ う に 、 施 策 ２ - ( 1 ) の ①
に よ り 、 教 育 ・ 保 育 施 設 の 情 報 な ど 、 子 育 て に 必 要 な 情 報 を 前 も っ て 受 け 取
る こ と が で き る 環 境 を 整 え ま す 。  

◆  要 保 護 児 童 等 、 障 害 児 、 ひ と り 親 家 庭 に つ い て 、 施 策 2 - ( 3 ) 、 - ( 4 ) 、 - ( 5 ) を
踏 ま え 、 必 要 な 際 に 教 育 ・ 保 育 施 設 等 を 利 用 で き る 体 制 整 備 に 取 り 組 み ま す 。 

◆  児 童 福 祉 法 の 改 正 に 伴 い 、放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 対 象 範 囲 が 拡 大 し 、高
学 年 に よ る 利 用 も 増 加 す る 見 通 し で す 。 高 学 年 の 受 け 入 れ に 当 た っ て は 、 放 課
後 子 ど も 教 室 な ど 、 他 の 事 業 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 特 に ４ 年 生 に つ い て は 、 個
別 の 事 情 を 伺 い な が ら 、 受 け 入 れ に つ い て 優 先 的 な 配 慮 を 行 い ま す 。  

◆  平 成 2 8 年 度 か ら 、内 閣 府 の 主 導 に よ り 、企 業 の ニ ー ズ に 応 じ た 柔 軟 な 設 置 ・
運 営 を 支 援 す る 企 業 主 導 型 保 育 事 業 [前掲＊8 <3 ﾍﾟｰｼﾞ>]が 始 ま り ま し た 。市 に よ る
計 画 的 整 備 と は 別 枠 で の 整 備 と な り ま す が 、多 様 な 就 労 形 態 に 対 応 す る 保 育 サ
ー ビ ス の 拡 大 に つ な が る こ と に 加 え 、 地 域 枠 の 設 定 も 可 能 な こ と か ら 、 保 育 の
受 け 皿 を 補 完 す る も の と し て 制 度 の 周 知 に 努 め ま す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  
 

      [教 育 ・保 育 ]  

 ○1 号  

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  1 ,8 8 8 人  1 ,8 6 7 人  1 ,8 1 1 人  1 ,7 5 1 人  1 ,7 0 5 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  2 0 0 人  20 0 人  38 0 人  38 1 人  38 1 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  2 ,8 8 0 人  2 ,8 6 1 人  2 ,5 4 1 人  2 ,0 8 6 人  2 ,0 8 1 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  3 ,0 8 0 人  3 ,0 6 1 人  2 ,9 2 1 人  2 ,4 6 7 人  2 ,4 6 2 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  3 ,0 7 3 人  3 ,0 7 3 人     
 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  1 ,9 1 7 人  1 ,8 6 6 人  1 ,8 1 8 人  1 ,7 6 3 人  1 ,7 2 4 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  4 0 0 人  43 6 人  43 6 人  41 4 人  51 4 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  1 ,9 7 6 人  1 ,8 5 8 人  1 ,8 3 9 人  1 ,5 6 1 人  1 ,2 8 3 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  2 ,3 7 6 人  2 ,2 9 4 人  2 ,2 7 5 人  1 ,9 7 5 人  1 ,7 9 7 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  2 ,3 4 0 人  2 ,2 6 7 人     
 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  2 ,3 5 8 人  2 ,2 9 8 人  2 ,2 6 6 人  2 ,2 3 2 人  2 ,2 1 3 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  3 0 0 人  48 0 人  66 0 人  34 5 人  34 5 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  3 ,2 9 8 人  2 ,7 2 6 人  2 ,3 9 5 人  2 ,7 9 0 人  2 ,7 8 0 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  3 ,5 9 8 人  3 ,2 0 6 人  3 ,0 5 5 人  3 ,1 3 5 人  3 ,1 2 5 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  3 ,5 8 0 人  3 ,3 5 0 人     
 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  6 ,1 6 3 人  6 ,0 3 1 人  5 ,8 9 5 人  5 ,7 4 6 人  5 ,6 4 2 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  9 0 0 人  1 ,1 1 6 人  1 ,4 7 6 人  1 ,1 4 0 人  1 ,2 4 0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  8 ,1 5 4 人  7 ,4 4 5 人  6 ,7 7 5 人  6 ,4 3 7 人  6 ,1 4 4 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  9 ,0 5 4 人  8 ,5 6 1 人  8 ,2 5 1 人  7 ,5 7 7 人  7 ,3 8 4 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  8 ,9 9 3 人  8 ,6 9 0 人     

 

※  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と は 、 認 定 こ ど も 園 、 確 認 を 受 け る 幼 稚 園 及 び 認 可 保 育 園 を い う 。  

 

見直し 
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  ○２号 （学 校 教 育 利 用 希 望 が強 い） 

 保 育 を 必 要 とす る 理 由 に 該 当 し、 幼 稚 園 を 希 望 す る 人 に つい て 計 上 し た も ので

すが、実 績 の算 定 ができないため、実 績 は記 載 していません。 

 

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  60 人  79 人  99 人  10 4 人  10 9 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  60 人  79 人  99 人  10 4 人  10 9 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  60 人  79 人  99 人  10 4 人  10 9 人  

 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  11 4 人  13 2 人  15 1 人  15 9 人  16 7 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  11 4 人  13 2 人  15 1 人  15 9 人  16 7 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  11 4 人  13 2 人  15 1 人  15 9 人  16 7 人  

 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  12 7 人  15 9 人  19 0 人  20 0 人  21 0 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  12 7 人  15 9 人  19 0 人  20 0 人  21 0 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  12 7 人  15 9 人  19 0 人  20 0 人  21 0 人  

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  30 1 人  37 0 人  44 0 人  46 3 人  48 6 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  30 1 人  37 0 人  44 0 人  46 3 人  48 6 人  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  ー  ー  ー  ー  ー  

計  30 1 人  37 0 人  44 0 人  46 3 人  48 6 人  

 

※  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と は 、 認 定 こ ど も 園 、 確 認 を 受 け る 幼 稚 園 及 び 認 可 保 育 園 を い う 。  
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○２号 （「学 校 教 育 利 用 希 望 が強 い」以 外 ） 

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  85 9 人  90 6 人  95 4 人  1 ,1 0 0 人  1 ,1 7 0 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  9 2 0 人  97 4 人  1 ,1 1 8 人  1 ,5 5 3 人  1 ,6 2 6 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  12 人  12 人  12 人  61 人  61 人  

計  93 2 人  98 6 人  1 ,1 3 0 人  1 ,6 1 4 人  1 ,6 8 7 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  99 6 人  1 ,0 4 3 人     

 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  1 ,1 3 9 人  1 ,2 0 1 人  1 ,2 6 4 人  1 ,5 4 7 人  1 ,6 2 4 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  1 , 2 6 4 人  1 ,3 5 7 人  1 ,3 5 7 人  1 ,5 7 4 人  1 ,6 8 2 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  11 人  11 人  11 人  42 人  42 人  

計  1 ,2 7 5 人  1 ,3 6 8 人  1 ,3 6 8 人  1 ,6 1 6 人  1 ,7 2 4 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  1 ,4 1 4 人  1 ,4 6 2 人     

 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  1 ,0 2 8 人  1 ,0 8 5 人  1 ,1 4 2 人  1 ,2 4 7 人  1 ,3 0 3 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  1 , 0 7 9 人  1 ,2 2 0 人  1 ,3 1 0 人  1 ,2 6 8 人  1 ,3 9 4 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  6 人  6 人  6 人  0 人  0 人  

計  1 ,0 8 5 人  1 ,2 2 6 人  1 ,3 1 6 人  1 ,2 6 8 人  1 ,3 9 4 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  1 ,1 0 8 人  1 ,2 5 8 人     

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  3 ,0 2 6 人  3 ,1 9 2 人  3 ,3 6 0 人  3 ,8 9 4 人  4 ,0 9 7 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※  3 , 2 6 3 人  3 ,5 5 1 人  3 ,7 8 5 人  4 ,3 9 5 人  4 ,7 0 2 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業  ー  ー  ー  ー  ー  

認 可 外 保 育 施 設  29 人  29 人  29 人  10 3 人  10 3 人  

計  3 ,2 9 2 人  3 ,5 8 0 人  3 ,8 1 4 人  4 ,4 9 8 人  4 ,8 0 5 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  3 ,5 1 8 人  3 ,7 6 3 人     

 

※  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と は 、 認 定 こ ど も 園 及 び 認 可 保 育 園 を い う 。  
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 ○３号 （０歳 ）  

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  13 9 人  15 1 人  16 4 人  16 9 人  17 9 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 1 4 0 人  14 6 人  15 5 人  16 2 人  16 5 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 0 人  3 人  3 人  1 人  4 人  

認 可 外 保 育 施 設  10 人  10 人  10 人  16 人  16 人  

計  15 0 人  15 9 人  16 8 人  17 9 人  18 5 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  14 6 人  15 2 人     

 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  16 9 人  19 0 人  21 1 人  20 3 人  21 6 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 2 4 5 人  25 7 人  25 7 人  25 8 人  27 0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 3 人  3 人  3 人  6 人  9 人  

認 可 外 保 育 施 設  6 人  6 人  6 人  24 人  24 人  

計  25 4 人  26 6 人  26 6 人  28 8 人  30 3 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  25 4 人  25 9 人     

 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  13 7 人  15 9 人  18 1 人  15 6 人  16 3 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 1 8 3 人  20 1 人  20 4 人  19 5 人  20 1 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 0 人  0 人  0 人  3 人  9 人  

認 可 外 保 育 施 設  4 人  4 人  4 人  0 人  0 人  

計  18 7 人  20 5 人  20 8 人  19 8 人  21 0 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  18 7 人  19 8 人     

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  44 5 人  50 0 人  55 6 人  52 8 人  55 8 人  

保 育 利 用 率  14 . 0 % 16 . 2 ％  18 . 5 ％  16 . 4 ％  17 . 4 ％  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 5 6 8 人  60 4 人  61 6 人  61 5 人  63 6 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 3 人  6 人  6 人  10 人  22 人  

認 可 外 保 育 施 設  20 人  20 人  20 人  40 人  40 人  

計  59 1 人  63 0 人  64 2 人  66 5 人  69 8 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  58 7 人  60 9 人     
※ １  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と は 、 認 定 こ ど も 園 及 び 認 可 保 育 園 を い う 。  

※ ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 と は 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 及 び 事 業 所

内 保 育 事 業 を い う 。  
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 ○３号 （１・２歳 ） 

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  54 8 人  58 2 人  61 7 人  83 7 人  87 8 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 5 0 0 人  53 0 人  60 2 人  75 8 人  79 2 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 0 人  16 人  16 人  50 人  66 人  

認 可 外 保 育 施 設  37 人  37 人  37 人  51 人  51 人  

計  53 7 人  58 3 人  65 5 人  85 9 人  90 9 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  54 2 人  58 8 人     

 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  71 5 人  75 5 人  79 5 人  99 0 人  1 ,0 6 4 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 7 4 5 人  80 0 人  80 0 人  83 4 人  89 4 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 1 2 人  48 人  48 人  66 人  82 人  

認 可 外 保 育 施 設  70 人  70 人  70 人  92 人  92 人  

計  82 7 人  91 8 人  91 8 人  99 2 人  1 ,0 6 8 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  82 7 人  89 0 人     

 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  61 8 人  64 8 人  67 9 人  73 5 人  75 3 人  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 5 5 1 人  62 3 人  66 5 人  64 8 人  71 4 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 0 人  0 人  0 人  16 人  48 人  

認 可 外 保 育 施 設  29 人  29 人  29 人  0 人  0 人  

計  58 0 人  65 2 人  69 4 人  66 4 人  76 2 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  60 5 人  66 4 人     

 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  
量 の 見 込 み  1 ,8 8 1 人  1 ,9 8 5 人  2 ,0 9 1 人  2 ,5 6 2 人  2 ,6 9 5 人  

保 育 利 用 率  28 . 3 % 30 . 7 ％  33 . 2 ％  37 . 7 ％  39 . 8 ％  

確
保
方
策

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 ※ 1 1 , 7 9 6 人  1 ,9 5 3 人  2 ,0 6 7 人  2 ,2 4 0 人  2 ,4 0 0 人  

確 認 を 受 け な い 幼 稚 園  ー  ー  ー  ー  ー  

特 定 地 域 型 保 育 事 業 ※ 2 1 2 人  64 人  64 人  13 2 人  19 6 人  

認 可 外 保 育 施 設  13 6 人  13 6 人  13 6 人  14 3 人  14 3 人  

計  1 ,9 4 4 人  2 ,1 5 3 人  2 ,2 6 7 人  2 ,5 1 5 人  2 ,7 3 9 人  

実 績 （ 定 員 数 ）  1 ,9 7 4 人  2 ,1 4 2 人     
※ １  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 と は 、 認 定 こ ど も 園 及 び 認 可 保 育 園 を い う 。  

※ ２  特 定 地 域 型 保 育 事 業 と は 、 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 及 び 事 業 所

内 保 育 事 業 を い う 。  
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[時 間 外 保 育 事 業 ]                    

【 北 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  208 人  202 人  197 人  192 人  189 人  

確 保 方 策  208 人  202 人  197 人  192 人  189 人  

実 績  279 人  265 人     
 

【 中 央 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  271 人  264 人  258 人  251 人  247 人  

確 保 方 策  271 人  264 人  258 人  251 人  247 人  

実 績  340 人  397 人     
 

【 南 部 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  239 人  233 人  227 人  221 人  217 人  

確 保 方 策  239 人  233 人  227 人  221 人  217 人  

実 績  323 人  347 人     
 

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  718 人  699 人  682 人  664 人  653 人  

確 保 方 策  718 人  699 人  682 人  664 人  653 人  

実 績  942 人  1 ,009 人     

 

［幼 保 連 携 型 認 定 こども園 の目 標 設 置 数 ］ 

【 市 全 域 】  27 年 度 ～ 31 年 度  

目 標 設 置 数  １ ０ 園 ※  

実 績  2 園 （ 平 成 28 年 4 月 1 日 現 在 ）  
    

   ※  既 存 の 認 定 こ ど も 園 （ ４ 園 ） を 除 く 。  

 

      [放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 ]                    

【 市 全 域 】  27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

量 の 見 込 み  2 ,283 人  2 ,290 人  2 ,297 人  3 ,227 人  3 ,466 人  

 
低 学 年  1 ,852 人  1 ,858 人  1 ,863 人  2 ,867 人  3 ,039 人  

高 学 年  431 人  432 人  434 人  360 人  427 人  

確 保 方 策  2 ,455 人  2 ,455 人  2 ,455 人  3 ,300 人  3 ,500 人  

実 績  2 ,505 人  2 ,689 人     

見直し 
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 ■ 施 策 が 目 指 す 姿  
 

 乳幼児期の教育・保育が子どもの健やかな成⾧にとって重要なものであること
を踏まえ、確保・向上に向けた取り組みを推進します。 

 

 ■ 実 現 に 向 け て 取 り 組 む こ と  
 

 ①  幼 稚 園 教 諭 ・ 保 育 士 の 質 の 向 上 等  

 全 て の 子 ど も に 質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す る た め 、 そ れ に 携 わ
る 幼 稚 園 教 諭 や 保 育 士 の 人 材 育 成 に 取 り 組 む と と も に 、 適 正 な 保 育
環 境 を 保 ち ま す 。  

 ②  幼 稚 園 教 諭 ・ 保 育 士 の 確 保  

 全 国 的 に 課 題 と な っ て い る 幼 稚 園 教 諭・保 育 士 不 足 に 対 応 し ま す 。 

 ③  教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 地 域 型 保 育 事 業 の 相 互 の 連 携  

 教 育 ・ 保 育 施 設 は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に お い て 地 域 の 中 核 的 な
役 割 を 担 い 、 地 域 型 保 育 事 業 [前掲＊13 <20 ﾍﾟｰｼﾞ>]を 行 う 者 等 と 連 携 し 、
必 要 に 応 じ て こ れ ら の 者 の 保 育 の 提 供 等 に 関 す る 支 援 を 行 い ま す 。  

 ④  幼 保 こ 小 連 携 の 推 進  

 幼 児 期 の 教 育 ・ 保 育 か ら 小 学 校 へ の 円 滑 な 接 続 の た め に 、 市 内 全
て の 幼 稚 園 ・ 認 可 保 育 園 ・ 認 定 こ ど も 園 の 参 加 の も と 、 幼 児 教 育 共
同 研 究 や 幼 保 こ 小 連 絡 協 議 会 を と お し て 、 相 互 理 解 や 交 流 ・ 情 報 交
換 を 進 め 、 よ り 緊 密 な 連 携 を 図 り ま す 。 ま た 、 幼 保 こ 小 連 携 研 究 委
員 会 に よ る 子 ど も の 生 活 や 学 び の 連 続 性 を 踏 ま え た 資 料 の 作 成 及 び
幼 児 教 育 の 重 要 性 に つ い て 啓 発 活 動 を 推 進 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 施 策 ３ － (2) 教 育 ・ 保 育 の 質 の 確 保 ・ 向 上  

３  子 ど も た ち が 健 や か に 成 ⾧ で き る よ う 、 質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 を 提 供 す

■ ■ 取 り 組 みの ポ イン ト ■■  

◆  市 が 研 修 を 実 施 す る 際 に は 、 対 象 と な る 全 て の 施 設 ・ 事 業 に 情 報 提 供
し 、 職 員 の 参 加 の 機 会 を 増 や し ま す 。 ま た 、 幼 稚 園 教 諭 と 保 育 士 が 教 育
と 保 育 を 一 体 的 に 提 供 す る 意 義 や 課 題 を 共 有 で き る よ う に す る た め 、 合
同 研 修 の 開 催 等 を 支 援 し ま す 。  

◆  要 保 護 児 童 等 、 障 害 児 、 ひ と り 親 家 庭 に 対 し 、 施 策 2 - ( 3 ) 、- ( 4 ) 、- ( 5 )
を 踏 ま え 、 適 切 な 教 育 ・ 保 育 の 提 供 が で き る よ う 、 関 係 機 関 と の 連 絡 体
制 の 強 化 や 職 員 の 質 の 向 上 に 取 り 組 み ま す 。  

◆  施 設 等 の 事 業 者 を 対 象 に 適 切 な 指 導 ・ 助 言 等 を 必 要 に 応 じ て 実 施 し 、
質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 を 提 供 し ま す 。  

◆  就 職 説 明 会 の 実 施 や 各 種 広 告 媒 体 等 を 活 用 し 、 幼 稚 園 教 諭 ・ 保 育 士 の
確 保 に 努 め ま す 。  
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 ■ 主 な 事 業 の 年 次 計 画  

 

[幼 稚 園 教 諭 ・保 育 士 の質 の向 上 等 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  
   

 

[教 育 ・保 育 施 設 及 び地 域 型 保 育 事 業 を行 う者 等 に対 する適 切 な指 導 ・助 言 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

  
   

 

[幼 稚 園 教 諭 ・保 育 士 の確 保 ] 

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 
    

 

[教 育 ・保 育 施 設 及 び地 域 型 保 育 事 業 の相 互 の連 携 ]  

27 年 度  28 年 度  29 年 度  30 年 度  31 年 度  

 
    

 

 

◆  国 ・ 県 や 市 独 自 の 制 度 等 を 活 用 し 、給 与 上 乗 せ や 宿 舎 借 り 上 げ 支 援（ 家 賃
補 助 ） な ど 、 保 育 士 の 処 遇 改 善 に 取 り 組 み ま す 。  

◆  満 ３ 歳 未 満 の 保 育 を 必 要 と す る 子 ど も が 利 用 す る 地 域 型 保 育 事 業 を 卒 園
し た 子 ど も が 、 満 ３ 歳 以 降 も 引 き 続 き 適 切 に 質 の 高 い 教 育 ・ 保 育 を 利 用 で き
る よ う に 、教 育・保 育 施 設 と 地 域 型 保 育 事 業 の 密 接 な 連 携 の 体 制 を 整 え ま す 。 

◆  幼 稚 園 ・ 保 育 園 等 と 小 学 校 と の 接 続 部 分 に お い て 生 じ る 問 題 の 解 消 に は 、
子 ど も の 発 達 や 学 び の 連 続 性 を 踏 ま え た 一 貫 性 の あ る 活 動 が 必 要 で す 。そ の
た め 、 幼 稚 園 や 保 育 園 等 と 小 学 校 と の 間 で の 情 報 共 有 や 相 互 理 解 を 深 め 、 そ
の 成 果 を そ れ ぞ れ の 活 動 に 生 か す こ と が で き る よ う な 連 携 が 必 要 で す 。  

教 育 ・ 保 育 施 設 と 地 域 型 保 育 事 業 の 相 互 の 連 携 支 援  

事 業 者 と 行 政 に よ る 合 同 就 職 説 明 会 な ど の 実 施  

職 員 研 修 （ 合 同 研 修 を 含 む 。） の 実 施  

指 導 ・ 助 言 の 実 施  
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第５章 計画の推進に当たって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 計 画 の 進 捗 状 況 の 点 検 ・ 評 価  
 
2 計 画 の 推 進 体 制  
 

                   ･･････････  54 
 
      ･･･････････････････････  55 
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１ 計画の進捗状況の点検・評価  

 

◆  計 画 の 着 実 な 推 進 の た め に 、 毎 年 度 、 計 画 の 進 捗 状 況 を 確 認 し 、 成 果

や 課 題 を 明 ら か に し て 施 策 の 改 善 を 図 り ま す 。 こ の よ う な 点 検 ・ 評 価 に

よ り 、 定 期 的 な 点 検 に 基 づ く 継 続 的 な 改 善 と 、 既 存 事 業 の 見 直 し や 再 構

築 等 を 行 い ま す 。  

◆  社 会 ・ 経 済 情 勢 の 変 化 な ど に よ り 新 た に 検 討 が 必 要 と な る 状 況 が あ る

場 合 は 、 適 時 に 検 討 を 行 い 事 業 に 反 映 さ せ る な ど 、 迅 速 か つ 柔 軟 に 対 応

し て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

計 画 の 策 定  
      

施 策 ・ 事 業  
の 実 施  

      

点 検 ・ 評 価  
      

改 善  

      

 

本計画 

施 策 の 改
善・既存事
業 の 見 直
し 

29 年度予
算 へ の 反
映  

計画 
(見直し) 

計画の 
 見直し  

施 策 の 改
善・既存事
業 の 見 直
し 

30 年度予
算 へ の 反
映  

施 策 の 改
善・既存事
業 の 見 直
し 

31 年度予
算 へ の 反
映  

施 策 の 改
善・既存事
業 の 見 直
し 

32 年度予
算 へ の 反
映  

計画の 
  策定 

計画 
(第２期) 

【 点 検 ・ 評 価 の イ メ ー ジ 】  
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２ 計画の推進体制 

 

◆  計 画 の 点 検 ・ 評 価 や 見 直 し に 当 た っ て は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 77

条 第 1 項 の 規 定 に よ り 設 置 し た 「 柏 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 」 の 意 見 を 聞

く こ と と し ま す 。  

◆  柏 市 の 子 ど も 及 び 子 育 て 家 庭 の 実 情 を 踏 ま え た 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施

策 が 実 施 で き る よ う 、 必 要 に 応 じ て 、「 柏 市 健 康 福 祉 審 議 会 児 童 健 康 福 祉

専 門 分 科 会 」 や 「 柏 市 幼 児 教 育 振 興 審 議 会 」 な ど 他 の 附 属 機 関 と も 連 携

し な が ら 、「 柏 市 子 ど も・子 育 て 会 議 」に お け る 議 論 の 活 性 化 を 図 り ま す 。  
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